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ごあいさつ 
 

 

本市は、福岡県の最南端に位置し、有明海や三池山などの豊か

な自然、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成要素で

ある宮原坑や三池港など三池炭鉱関連の近代化産業遺産をはじめ

とした歴史的資産や、さらには大蛇山まつりなど本市固有の文化

など多彩な地域資源を有する魅力あふれる都市です。 

かつては、石炭産業を中心とした鉱工業都市として、我が国の

エネルギーや産業を支えながら発展の歴史を刻みつつ、公害も経

験してきました。 

私たちは、かつての公害を経験し、克服してきた環境への深い認識のもと、2002（平成

14）年 3 月に「大牟田市環境基本計画」、その後、2012（平成 24）年 3 月には「大牟田

市第２次環境基本計画」をそれぞれ策定し、めざす環境像を、「発想、そして工夫 みんなで

創る環境都市 おおむた」と定め、環境のまちづくりに向けて、各施策の取組を進めてきまし

た。 

近年では、物の豊かさなどを追求してきた生活様式は、環境への負荷を増大させ、その影響

は、地球の温暖化など、人類のみならずあらゆる生物の存続さえも脅かすことが懸念されてい

ます。 

実際、地球の温暖化が原因の一つと考えられる自然災害の激甚化をはじめ、プラスチックご

みによる海洋汚染、生物多様性の損失など、世界的な環境問題は深刻さを増しています。 

これらの環境問題を解決するために地球温暖化対策を進めることは、世界共通の喫緊の課題

であり、経済と環境の両立を図りながら、温室効果ガス削減の取組を確実に進め、脱炭素社会

の実現を目指すことは、大変重要なこととなっているところです。 

そのような中、人類と生活基盤を同じくする地球上のあらゆる生物と共に生きることのでき

る健全な環境を次世代につなぐことが求められており、環境負荷低減の取組は、全市をあげて

進めていくことが必要となっています。 

このため本市では、2031（令和 13）年度までの環境行政の指針として、「大牟田市第３

次環境基本計画」を策定し、市民・市民団体・事業者の皆さまとの自主的かつ積極的な協働に

より、新たな目指す環境像「豊かな地域と自然を次世代につなぐ持続可能な環境都市おおむ

た」の実現を目指してまいります。引き続き、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

結びにあたり、本計画の策定に関しまして、ご尽力を賜りました環境審議会の皆さま、貴重

なご意見をお寄せいただきました皆さま並びに関係各位に心より感謝申し上げます。 

 

大牟田市長  関 好孝 
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